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は
じ
め
に

日
清
戦
争
後
に
締
結
さ
れ
た
下
関
条
約
（
一
八
九
五
年
四
月
一
七

日
）
で
は
、
そ
の
第
一
条
に
お
い
て
、「
清
国
は
、
朝
鮮
国
が
完
全
無

欠
な
る
独
立
自
主
の
国
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
独
立
自
主
を
損
害

す
る
よ
う
な
朝
鮮
国
か
ら
清
国
に
対
す
る
貢
・
献
上
・
典
礼
等
は
永

遠
に
廃
止
す
る
」
と
記
さ
れ
、
旧
来
の
朝
鮮
と
清
朝
の
宗
属
関
係
が

否
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、
清
朝
が
認
め
た
朝
鮮
の
「
完
全
無
欠
な
る

独
立
自
主
」
は
、
そ
の
四
年
後
、
一
八
九
九
年
に
締
結
さ
れ
た
清
韓

通
商
条
約
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
達
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

下
関
条
約
締
結
後
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
政
局
不
安
が
続
い
た
。

（
１
）

い
わ
ゆ
る
三
国
干
渉
に
よ
っ
て
ロ
シ
ア
と
日
本
の
対
立
は
さ
ら
に
深

ま
り
、
日
露
両
国
の
力
に
影
響
さ
れ
た
朝
鮮
は
政
権
分
裂
が
顕
在
化

し
て
い
た
。
清
国
国
内
で
は
下
関
条
約
の
内
容
を
知
っ
た
康
有
為
が

会
試
（
科
挙
の
全
国
試
験
）
を
受
け
る
た
め
北
京
に
集
ま
っ
て
い
た

「
挙
人
」
一
三
〇
〇
人
以
上
を
ま
と
め
、
清
朝
皇
帝
に
連
名
で
「
講
和

拒
否
、
遷
都
、
変
法
」
を
訴
え
る
上
書
を
奏
上
し
た
。
そ
の
後
、
全

国
で
「
変
法
」
の
気
運
が
高
ま
っ
た
。
ま
た
、
一
八
九
七
年
に
山
東

省
の
膠
州
湾
が
ド
イ
ツ
に
占
領
さ
れ
て
か
ら
、
清
国
は
列
強
国
に
よ

る
「
瓜
分
の
危
機
」
に
陥
っ
た
。
こ
う
い
っ
た
状
況
の
中
で
、
清
朝

と
従
来
の
「
属
国
」
で
あ
る
朝
鮮
と
の
間
で
結
ば
れ
た
清
韓
通
商
条

約
は
、
両
国
の
み
な
ら
ず
東
ア
ジ
ア
全
体
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

【
特
集
１
】

日
清
戦
争
後
の
清
韓
関
係
─
清
韓
通
商
条
約
の
締
結
過
程
を
め
ぐ
っ
て

─
閻

立
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清
韓
通
商
条
約
締
結
の
過
程
は
、
清
朝
か
ら
朝
鮮
へ
の
使
節
派
遣

と
両
国
の
条
約
交
渉
と
い
う
二
つ
の
ス
テ
ッ
プ
か
ら
な
っ
て
い
る
。

清
朝
か
ら
の
使
節
派
遣
は
清
朝
の
対
朝
鮮
の
外
交
政
策
の
転
換
と
し

て
よ
く
研
究
さ
れ
て
き
た
。
多
く
の
研
究
は
戊
戌
変
法
の
最
中
に
光

緒
帝
の
英
断
に
よ
っ
て
使
節
派
遣
が
で
き
た
と
強
調
し
て
い
る
。
つ

ま
り
、
一
八
九
八
年
に
光
緒
帝
の
全
面
的
な
支
持
の
下
で
、
日
本
の

明
治
維
新
に
範
を
と
っ
て
、
康
有
為
・
梁
啓
超
ら
の
変
法
派
に
よ
っ

て
行
わ
れ
た
戊
戌
変
法
の
一
環
と
し
て
、
従
来
の
中
国
を
中
心
と
す

る
華
夷
観
か
ら
列
国
の
並
立
・
並
争
へ
と
世
界
観
を
転
換
す
る
起
点

に
使
節
の
派
遣
を
位
置
づ
け
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
清
朝

の
外
交
を
担
当
す
る
総
理
衙
門
と
、
清
国
の
代
表
と
し
て
当
時
、
朝

鮮
に
駐
在
し
て
い
た
唐
紹
儀
の
外
交
思
想
を
、
従
来
の
朝
貢
理
念
を

死
守
す
る
立
場
に
置
く
傾
向
が
や
や
強
い
。
確
か
に
、
総
理
衙
門
と

唐
紹
儀
の
態
度
か
ら
朝
貢
理
念
に
対
す
る
執
着
が
よ
く
示
さ
れ
て
い

た
が
、
従
来
の
外
交
姿
勢
を
変
え
よ
う
と
す
る
側
面
は
看
過
で
き
な

い
。そ

し
て
、
清
朝
か
ら
朝
鮮
へ
の
使
節
派
遣
と
比
べ
て
、
次
の
ス

テ
ッ
プ
即
ち
清
韓
の
条
約
交
渉
に
関
す
る
研
究
は
ま
だ
不
充
分
で
あ

る
。
代
表
的
研
究
と
し
て
殷
丁
泰
の
も
の
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で

き
る
が
、
韓
国
側
の
立
場
か
ら
の
条
約
交
渉
全
体
の
流
れ
に
中
心
が

（
２
）

（
３
）

置
か
れ
、
具
体
的
な
交
渉
内
容
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

本
稿
で
は
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
て
、
先
述
し
た
二
つ

の
ス
テ
ッ
プ
を
研
究
対
象
と
し
、
清
韓
通
商
条
約
の
締
結
過
程
を
整

理
し
た
い
。
日
清
戦
争
後
に
清
韓
両
国
が
外
交
を
再
開
し
た
際
、
光

緒
帝
の
ほ
か
、
総
理
衙
門
お
よ
び
実
際
に
交
渉
に
携
わ
っ
た
清
朝
官

僚
た
ち
の
対
韓
外
交
思
想
を
検
討
す
る
。
特
に
こ
れ
ま
で
充
分
に
は

研
究
さ
れ
て
い
な
い
漢
城
に
あ
っ
た
清
国
商
人
の
行
桟
（
店
舗
や
倉

こ
う
さ
ん

庫
な
ど
）
を
撤
廃
す
る
「
漢
城
撤
桟
」
に
向
け
た
清
韓
両
国
の
交
渉

を
明
ら
か
に
し
た
い
。
最
後
に
、
こ
の
清
韓
通
商
条
約
の
締
結
過
程

に
立
ち
現
れ
る
中
国
近
代
外
交
に
お
け
る
伝
統
の
連
続
と
非
連
続
に

つ
い
て
論
じ
る
。

一

日
清
戦
争
後
の
清
韓
外
交
の
再
開

（
１
）
朝
鮮
の
締
約
要
請
に
対
す
る
清
国
側
の
反
応

日
清
戦
争
前
、
漢
城
に
「
駐
剳
朝
鮮
総
理
交
渉
通
商
事
宜
」
の
袁

世
凱
が
駐
在
す
る
総
署
が
置
か
れ
、
ま
た
、
仁
川
・
釜
山
・
元
山
・

龍
山
に
設
置
さ
れ
た
分
署
に
各
々
人
員
が
配
置
さ
れ
、
清
国
商
人
の

管
轄
及
び
経
済
保
護
が
行
わ
れ
て
い
た
。
日
清
戦
争
の
直
前
に
袁
世

凱
は
漢
城
か
ら
帰
国
し
、
龍
山
商
務
委
員
の
唐
紹
儀
が
そ
の
代
理
と

な
っ
た
。
そ
し
て
、
日
清
戦
争
中
、
日
本
軍
の
圧
力
を
背
景
に
し
て

（
４
）
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朝
鮮
で
は
甲
午
改
革
が
実
施
さ
れ
た
。
清
朝
と
の
関
係
を
断
つ
こ
と

が
そ
の
政
治
改
革
の
一
つ
の
目
的
で
あ
り
、
一
八
九
四
年
七
月
に
中

国
朝
鮮
商
民
水
陸
貿
易
章
程
（
一
八
八
二
年
締
結
）
が
廃
止
さ
れ
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
清
韓
両
国
間
で
の
経
済
関
係
が
文
面
上
に
お
い
て
停

止
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
唐
紹
儀
は
朝
鮮
か
ら
帰
国
す
る
こ
と
と
な

り
、
事
前
に
漢
城
駐
在
の
イ
ギ
リ
ス
総
領
事
に
四
〇
〇
〇
人
に
の
ぼ

る
清
国
商
人
と
そ
の
財
産
を
保
護
す
る
こ
と
を
委
託
し
た
。

下
関
条
約
が
締
結
さ
れ
た
数
ヶ
月
後
、
清
朝
の
北
洋
大
臣
直
隷
総

督
の
王
文
韶
が
清
国
商
人
の
保
護
と
管
理
と
い
う
理
由
で
唐
紹
儀
を

「
委
辦
朝
鮮
商
務
総
董
」
と
し
て
朝
鮮
へ
派
遣
し
、
漢
城
、
仁
川
、
龍

山
に
委
員
を
配
置
す
る
ほ
か
、
元
山
、
釜
山
に
事
務
員
を
置
く
こ
と

を
上
奏
し
た
。
こ
の
人
員
の
配
置
は
先
述
し
た
日
清
戦
争
前
と
ほ
ぼ

同
じ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
清
朝
と
朝
鮮
は
無
条
約
の
国
同
士
で
あ

る
た
め
、
唐
紹
儀
は
公
式
に
は
清
朝
政
府
の
代
表
で
は
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
具
体
的
な
商
務
上
の
交
渉
は
従
来
通
り
イ
ギ
リ
ス
総
領
事

が
代
理
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
留
学

の
経
験
が
あ
り
、
朝
鮮
で
の
長
い
滞
在
経
験
を
持
っ
て
い
た
唐
紹
儀

を
、
朝
鮮
側
は
事
実
上
の
清
朝
政
府
の
代
表
で
あ
る
と
理
解
し
た
。

日
清
戦
争
後
、
朝
鮮
に
お
け
る
政
治
的
地
位
を
喪
失
し
た
清
朝
政

府
は
、
本
国
の
商
人
の
安
全
と
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
に
早
い
段

（
５
）

階
で
要
員
を
派
遣
し
、
従
来
の
組
織
を
復
活
さ
せ
た
。
こ
の
よ
う
に

し
て
朝
鮮
に
お
け
る
清
朝
の
存
在
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

先
述
し
た
よ
う
に
朝
鮮
側
は
日
本
の
圧
力
の
も
と
で
、
清
国
と
の

間
で
結
ば
れ
た
貿
易
章
程
を
廃
止
し
た
ほ
か
、
清
朝
年
号
の
使
用
を

禁
止
し
た
。
ま
た
一
八
九
五
年
一
月
に
、
国
王
高
宗
は
宗
廟
に
拝
礼

し
、「
宗
廟
宣
告
文
」
を
読
み
上
げ
、「
清
国
に
依
存
す
る
思
案
を
断

ち
切
り
、
自
主
独
立
す
る
基
礎
を
確
実
に
作
る
」
と
宣
告
し
、
清
朝

と
の
関
係
を
断
絶
す
る
決
意
を
示
し
た
。
四
月
に
、
下
関
条
約
に

よ
っ
て
独
立
国
と
な
っ
た
が
、
国
内
の
政
情
は
一
層
不
安
定
な
状
態

に
陥
っ
た
。

三
国
干
渉
に
よ
っ
て
遼
東
半
島
が
清
国
に
還
付
さ
れ
た
あ
と
、
日

本
の
朝
鮮
に
お
け
る
威
信
は
失
墜
し
、
朝
鮮
政
府
内
に
親
露
派
が
台

頭
し
て
き
た
。
日
本
の
勢
力
を
挽
回
す
る
た
め
に
一
八
九
五
年
一
〇

月
に
日
本
の
公
使
は
親
露
派
の
閔
妃
を
暗
殺
し
、
親
日
政
府
を
組
織

し
た
。
日
本
の
行
動
に
対
し
て
、
親
露
派
は
一
八
九
六
年
二
月
に

ク
ー
デ
タ
を
起
こ
し
、
高
宗
父
子
を
王
宮
か
ら
連
れ
出
し
ロ
シ
ア
公

使
館
へ
移
し
、
新
政
府
を
作
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
俄
館
播
遷
」
で
あ

が
か
ん
は
せ
ん

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
日
露
間
の
勢
力
は
均
衡
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
高
宗
は
ロ
シ
ア
公
使
館
で
国
権
の
回
復
の
た
め

に
諸
般
の
措
置
を
と
り
、
王
朝
の
国
体
を
帝
国
に
昇
格
さ
せ
る
準
備



40

作
業
を
行
っ
た
。
そ
の
一
つ
は
清
朝
と
条
約
を
結
び
、
対
等
な
近
代

国
家
関
係
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。

一
八
九
六
年
六
月
、
朝
鮮
側
は
唐
紹
儀
に
北
京
へ
の
使
節
の
派
遣

及
び
、
そ
れ
に
伴
う
条
約
締
結
の
提
案
を
打
診
し
た
。
唐
紹
儀
は
率

直
に
次
の
よ
う
に
反
対
意
見
を
述
べ
た
。「
宮
廷
を
他
国
の
公
使
館

に
借
り
て
い
る
よ
う
な
朝
鮮
は
、
独
立
国
と
は
い
え
な
い
。
独
立
権

が
な
け
れ
ば
使
節
の
派
遣
は
で
き
な
い
。（
中
略
）
た
と
え
今
後
ロ

シ
ア
軍
の
保
護
を
得
て
王
宮
に
戻
っ
て
も
、
そ
の
保
護
を
う
け
る
国

王
は
自
主
権
が
な
い
。
他
国
の
保
護
国
で
藩
属
と
異
な
ら
ず
」
と
。

ま
た
、「
こ
う
い
う
事
柄
は
す
べ
て
公
法
に
載
っ
て
お
り
、
使
節
を

派
遣
し
て
も
中
国
側
は
恐
ら
く
礼
を
以
て
対
応
で
き
な
い
」
と
反
駁

し
た
。
唐
紹
儀
は
万
国
公
法
を
援
用
し
な
が
ら
、
い
ま
の
朝
鮮
は
旧

来
の
藩
属
国
と
変
わ
ら
な
い
と
主
張
し
、
朝
鮮
を
独
立
国
と
し
て
認

め
て
い
な
い
態
度
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。

朝
鮮
側
に
強
硬
な
態
度
を
示
し
た
唐
紹
儀
で
あ
っ
た
が
、
本
国
に

こ
の
件
を
報
告
す
る
際
に
は
、
前
述
し
た
対
応
を
記
し
た
ほ
か
、

「
も
し
朝
鮮
が
各
国
の
領
事
に
扇
動
さ
れ
国
書
を
奉
呈
し
使
節
を
派

遣
し
、
公
法
に
従
っ
て
締
結
を
要
請
し
て
き
た
ら
拒
否
し
が
た
い
。

従
来
の
や
り
方
に
従
っ
た
ら
清
朝
の
立
場
は
な
く
な
る
」
と
い
う
よ

う
に
不
安
も
示
し
て
い
る
。
唐
紹
儀
は
朝
鮮
が
他
国
の
示
唆
で
清
朝

（
６
）

（
７
）

に
来
る
可
能
性
を
予
想
し
た
上
、
従
来
の
宗
属
関
係
の
や
り
方
で
は

清
朝
が
不
利
に
な
る
こ
と
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。

朝
鮮
に
は
強
硬
な
姿
勢
を
示
し
、
本
国
に
は
不
安
を
示
す
、
一
見

矛
盾
し
た
こ
の
よ
う
な
態
度
か
ら
、
唐
紹
儀
が
内
心
で
は
認
め
た
く

な
い
独
立
し
た
朝
鮮
と
の
対
応
を
模
索
し
て
い
る
姿
が
う
か
が
え
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
唐
紹
儀
は
朝
鮮
の
独
立
を
意
識
し
て
い
る
だ
け
に
、

従
来
の
対
朝
鮮
の
外
交
姿
勢
を
直
さ
ざ
る
を
え
な
い
と
認
識
し
た
の

で
あ
ろ
う
。

清
朝
の
外
交
を
担
当
す
る
部
署
で
あ
る
総
理
衙
門
が
、
唐
紹
儀
の

報
告
を
う
け
て
打
ち
出
し
た
対
策
案
は
「
通
商
章
程
を
結
び
、
領
事

を
設
け
る
。
し
か
し
、
条
約
は
締
結
せ
ず
、
使
節
は
派
遣
せ
ず
、
国

書
は
奉
呈
せ
ず
。
中
国
か
ら
総
領
事
を
一
名
派
遣
し
、
漢
城
に
駐
在

し
、
全
て
の
事
を
担
当
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
属
国
の
体
を
示
す
意

味
を
も
つ
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
総
理
衙
門
の
態
度
は
明
快
で
、

従
来
の
属
国
に
対
し
て
あ
く
ま
で
条
約
と
は
異
な
る
「
章
程
」
を
結

ぶ
こ
と
を
構
想
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
外
交
上
の
礼
儀
に
関
す
る
問

題
は
す
べ
て
回
避
さ
れ
、
ま
た
朝
鮮
に
対
し
て
上
位
に
あ
る
こ
と
を

示
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。
こ
れ
は
、
一
九
世
紀
七
〇
年
代
に

日
本
に
対
し
て
取
っ
た
方
針
と
同
じ
で
あ
る
。
総
理
衙
門
は
日
清
修

好
条
規
（
一
八
七
一
年
）
を
締
結
す
る
前
に
、
可
能
な
限
り
対
等
な

（
８
）
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政
治
的
な
関
係
を
結
ば
ず
、
日
本
と
の
関
係
を
「
通
商
」
に
留
め
よ

う
と
し
た
。
そ
し
て
「
総
領
事
」
の
肩
書
も
ま
た
清
朝
が
上
位
で
あ

る
こ
と
を
表
現
す
る
た
め
に
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
・
ド
イ
ツ
の
例
に

従
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
朝
鮮
に
対
し
て
欧
米
列
強
国
と
一
致
す
る

行
動
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
国
の
上
位
の
立
場
を
守
り
な
が
ら

政
治
的
孤
立
の
回
避
を
狙
っ
た
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
「
字
小
」（
小
国

を
慈
し
む
）
と
い
う
朝
貢
理
念
に
基
づ
い
た
伝
統
の
外
交
姿
勢
と
は

異
な
っ
て
い
る
。

一
回
目
の
打
診
が
失
敗
し
て
か
ら
、
朝
鮮
側
は
七
月
に
再
び
唐
紹

儀
と
会
談
し
た
。「
条
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
朝
鮮
の
自
主
を
認
め

な
い
こ
と
に
な
る
の
か
」
と
い
う
朝
鮮
側
の
質
問
に
対
し
、
唐
紹
儀

は
「
条
約
の
締
結
と
自
主
の
承
認
は
同
時
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
自
主
は
旧
来
の
や
り
方
を
や
め
る
に
す
ぎ
な
い
。
条
約
を
交
換

す
れ
ば
対
等
国
と
し
て
見
な
す
こ
と
に
な
る
」
と
答
え
た
。
彼
は
自

主
と
対
等
は
別
々
な
も
の
だ
と
強
調
し
、
朝
鮮
は
清
朝
の
朝
貢
国
で

な
く
な
っ
て
も
、
清
朝
と
対
等
国
に
は
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
。

下
関
条
約
後
、
清
朝
政
府
は
商
人
を
保
護
す
る
た
め
、
日
清
戦
争

前
に
朝
鮮
に
設
置
さ
れ
た
機
関
を
復
活
さ
せ
た
。
し
か
し
、
朝
鮮
側

の
条
約
締
結
の
打
診
に
対
し
て
唐
紹
儀
を
は
じ
め
総
理
衙
門
は
、
下

関
条
約
に
規
定
さ
れ
た
朝
鮮
の
「
完
全
無
欠
の
独
立
自
由
」
を
容
易

（
９
）

（

）
１０

（

）
１１

に
認
め
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
可
能
な
限
り
狭
く
解
釈
し
、

朝
鮮
と
の
対
等
な
政
治
関
係
を
結
ぶ
こ
と
を
避
け
て
経
済
関
係
を
維

持
す
る
た
め
に
「
章
程
」
の
み
結
ぶ
こ
と
を
考
え
て
い
た
。
従
来
の

宗
属
関
係
の
理
念
が
彼
ら
の
態
度
を
左
右
さ
せ
て
い
た
に
も
関
わ
ら

ず
、
表
向
き
は
「
公
法
」
や
「
西
例
」
な
ど
を
基
準
に
お
き
、
朝
鮮

に
対
し
列
強
国
と
同
格
の
地
位
を
得
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

（
２
）
朝
鮮
と
の
条
約
締
結
の
決
定

一
八
九
六
年
一
一
月
に
総
理
衙
門
は
李
鴻
章
の
推
薦
に
従
っ
て
唐

紹
儀
を
「
駐
紮
朝
鮮
総
領
事
」
に
任
命
し
、
朝
鮮
と
通
商
章
程
を
締

結
す
る
準
備
を
始
め
よ
う
と
し
た
。
こ
の
任
命
を
う
け
る
た
め
に
一

旦
帰
国
し
た
唐
紹
儀
が
、「
総
領
事
」
の
身
分
で
再
び
漢
城
に
入
っ

た
の
は
一
八
九
七
年
の
一
月
で
あ
っ
た
。

唐
紹
儀
は
二
月
一
二
日
付
の
報
告
書
の
中
で
次
の
よ
う
な
内
容
を

書
い
た
。

ま
ず
、
一
八
九
六
年
一
一
月
に
朝
鮮
側
は
条
約
の
草
案
を
作
成
し
、

清
朝
に
使
節
を
派
遣
し
よ
う
と
試
み
た
。
し
か
し
、
唐
紹
儀
が
総
領

事
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
中
止
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
朝
鮮
側
が

用
意
し
た
数
十
条
か
ら
成
る
草
案
に
「
朝
鮮
で
の
中
国
人
の
犯
罪
者

は
朝
鮮
の
例
に
従
い
、
中
国
で
の
朝
鮮
人
の
犯
罪
者
は
中
国
の
例
に

（

）
１２

（

）
１３

（

）
１４
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従
う
」
と
い
う
領
事
裁
判
権
否
定
案
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
。

次
に
、
一
八
九
七
年
一
月
に
仁
川
で
の
各
国
租
界
事
務
を
商
議
す

る
会
議
で
は
、
日
本
の
領
事
石
川
菊
次
郎
が
、
清
朝
と
朝
鮮
の
間
に

条
約
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
清
国
の
租
界
を
朝
鮮
に
返
還
す
る
べ

き
で
あ
る
と
提
案
し
た
。
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
領
事
は
、
条
約
が
な
い

ま
ま
清
国
人
が
租
界
を
所
有
す
る
こ
と
は
公
法
に
則
っ
て
い
な
い
と

述
べ
た
。

唐
紹
儀
へ
の
打
診
が
二
回
と
も
失
敗
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
朝

鮮
側
は
締
約
の
準
備
を
着
々
と
進
め
て
い
た
。
準
備
さ
れ
た
条
約
案

で
は
清
朝
と
の
対
等
が
強
調
さ
れ
、「
完
全
無
欠
の
独
立
自
由
」
が

示
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
清
国
が
無
条
約
の
ま
ま
で
朝
鮮
に
租
界
を

所
有
す
る
こ
と
は
列
強
国
に
強
く
反
対
さ
れ
、
朝
鮮
へ
の
返
還
も
や

む
な
し
と
の
危
機
に
陥
っ
た
。
当
時
、
清
朝
は
朝
鮮
に
専
管
租
界
と

共
同
租
界
を
所
有
し
て
お
り
、
朝
鮮
に
お
け
る
清
朝
の
地
位
を
維
持

す
る
た
め
に
は
租
界
の
所
有
は
重
要
で
あ
っ
た
が
、
無
条
約
の
状
態

で
は
租
界
の
維
持
が
困
難
に
な
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

一
八
九
七
年
二
月
に
朝
鮮
の
高
宗
は
ロ
シ
ア
公
使
館
を
出
て
、
一

年
間
の
避
難
生
活
は
終
わ
っ
た
。
八
月
に
新
た
な
元
号
「
光
武
」
を

施
行
、
一
〇
月
一
二
日
に
皇
帝
に
即
位
、
国
号
を
「
大
韓
帝
国
」
と

し
、
清
か
ら
の
独
立
を
さ
ら
に
推
進
し
た
。
高
宗
は
皇
帝
即
位
前
の

（

）
１５

九
月
に
、
従
来
の
「
国
王
」
か
ら
「
皇
帝
」
に
称
号
を
変
更
し
た
が
、

こ
れ
に
対
し
て
唐
紹
儀
は
不
満
で
あ
っ
た
。「
日
清
戦
争
後
、
清
国

は
朝
鮮
を
対
等
自
主
の
国
と
し
て
認
め
て
い
な
い
。
国
王
を
皇
帝
に

す
る
こ
と
は
認
め
る
わ
け
に
い
か
な
い
。
皇
帝
を
称
す
る
こ
と
は
旧

来
の
体
制
に
関
わ
る
の
で
、
わ
が
政
府
は
こ
れ
を
聞
き
た
く
な
い
に

違
い
な
い
」
と
し
て
、「
旧
来
の
体
制
」
に
抵
触
し
た
朝
鮮
を
叱
責
し

た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
皇
帝
、
国
王
、
藩
王
と
い
う
上
下
関
係

で
作
り
上
げ
ら
れ
た
中
華
の
秩
序
は
も
は
や
完
全
に
崩
壊
し
、「
皇

帝
」
の
尊
称
は
清
朝
の
特
権
で
な
く
な
っ
た
。
朝
鮮
の
独
立
を
認
め

る
こ
と
は
時
間
の
問
題
で
あ
っ
た
。

成
立
後
の
大
韓
帝
国
が
ま
ず
と
っ
た
外
交
政
策
は
ロ
シ
ア
側
と
の

関
係
を
調
整
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ロ
シ
ア
人
の
顧
問
・
教
官
の
雇

用
中
止
や
露
韓
銀
行
の
撤
収
な
ど
、
ロ
シ
ア
権
益
を
縮
小
す
る
動
き

に
出
た
。
こ
れ
は
清
朝
側
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
た
「
保
護
」
の
払
拭

を
企
図
す
る
措
置
で
あ
っ
た
。
韓
国
は
、
ロ
シ
ア
と
清
朝
の
双
方
を

に
ら
み
な
が
ら
、
国
際
的
地
位
の
向
上
と
確
立
を
め
ざ
す
動
き
に

打
っ
て
出
た
の
で
あ
る
。

韓
国
政
府
は
ロ
シ
ア
と
の
関
係
を
調
整
し
な
が
ら
清
朝
と
対
等
な

国
家
関
係
を
結
ぶ
た
め
に
新
た
な
行
動
を
行
っ
た
。
一
八
九
八
年
に

入
る
と
、
韓
国
政
府
は
清
朝
と
の
条
約
締
結
の
試
み
に
関
し
、
ロ
シ

（

）
１６

（

）
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ア
、
日
本
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
清
国
へ
圧
力
を
か
け
る
よ
う
に
呼
び
か

け
た
。

前
述
し
た
租
界
所
有
権
の
危
機
、
韓
国
政
府
の
一
連
の
動
き
、
及

び
列
強
国
の
圧
力
と
直
面
し
た
清
朝
側
は
動
揺
し
は
じ
め
た
。
唐
紹

儀
は
総
理
衙
門
に
「
も
し
朝
鮮
と
条
約
締
結
す
る
意
が
あ
れ
ば
主
・

僕
の
別
を
示
す
た
め
に
清
国
か
ら
朝
鮮
に
使
節
を
派
遣
す
る
」
こ
と

を
提
案
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
総
理
衙
門
は
韓
国
か
ら
使
節
派
遣
を
受
け
入
れ
よ

う
と
し
た
。
韓
国
の
代
理
公
使
を
受
け
入
れ
、
そ
の
国
書
は
総
理
衙

門
が
預
か
っ
て
、
皇
帝
へ
の
謁
見
は
な
し
、
と
い
う
保
留
条
件
を
つ

け
て
折
衷
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
総
理
衙
門
は
そ
う
す
る
こ
と
で
最

も
気
に
す
る
韓
国
と
の
外
交
礼
儀
を
回
避
で
き
、
し
か
も
韓
国
を
清

朝
の
下
位
に
置
く
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
唐
紹
儀
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
旧
植
民
地
が
独
立

し
、
旧
本
国
と
外
交
関
係
を
結
ぶ
際
に
は
、
ま
ず
旧
本
国
か
ら
使
節

を
派
遣
し
旧
植
民
地
国
と
条
約
を
結
ぶ
と
い
う
事
例
に
基
づ
き
、
ま

ず
使
節
に
国
書
を
持
た
せ
、
朝
鮮
に
派
遣
す
る
こ
と
が
大
国
と
し
て

清
朝
側
が
と
る
べ
き
の
や
り
方
だ
」
と
説
明
し
た
。
ま
た
、
総
理
衙

門
の
提
案
に
対
し
、「
条
約
を
締
結
す
る
使
節
が
、
国
書
を
相
手
国

元
首
に
奉
呈
し
な
い
事
例
は
公
法
に
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
」
と
指

（

）
１８

（

）
１９

（

）
２０

（

）
２１

（

）
２２

摘
し
た
。
彼
の
意
見
は
光
緒
帝
に
報
告
さ
れ
た
。

こ
の
両
者
に
対
し
て
、
八
月
の
初
め
に
光
緒
帝
が
諭
旨
を
下
し
、

韓
国
側
の
締
約
希
望
を
す
べ
て
受
け
入
れ
る
べ
し
と
の
内
容
を
通
達

し
た
。
最
初
は
韓
国
側
か
ら
使
節
を
派
遣
す
る
こ
と
に
し
た
が
、
最

終
的
に
は
清
朝
か
ら
使
節
派
遣
を
行
う
こ
と
を
決
定
し
た
。
こ
こ
で

は
唐
紹
儀
の
「
大
国
」
の
や
り
方
で
と
い
う
提
案
が
光
緒
帝
に
直
接

的
な
影
響
を
与
え
た
か
ど
う
か
不
明
で
あ
る
が
、
結
果
か
ら
見
れ
ば

大
国
の
や
り
方
と
一
致
し
た
の
で
あ
る
。

清
朝
側
の
こ
の
よ
う
な
転
換
は
国
内
の
戊
戌
変
法
と
関
わ
っ
て
い

る
。
一
八
九
八
年
に
入
っ
て
か
ら
列
強
国
の
清
国
に
お
け
る
利
権
獲

得
競
争
が
本
格
化
さ
れ
た
。
三
月
の
ド
イ
ツ
に
よ
る
膠
州
湾
租
借
、

そ
し
て
ロ
シ
ア
の
旅
順
・
大
連
の
租
借
に
は
じ
ま
る
「
瓜
分
の
危

機
」
が
、
清
朝
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に

至
っ
て
遂
に
清
朝
は
光
緒
帝
の
支
持
の
下
で
政
治
改
革
を
行
っ
た
。

従
来
の
「
華
夷
」
の
「
一
統
」
か
ら
「
列
国
」
の
「
並
立
・
並
争
」

へ
と
世
界
観
の
転
換
が
生
じ
た
。
戊
戌
変
法
に
伴
っ
て
新
た
な
対
外

政
策
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
試
み
の
皮
切
り
と
し
て
、
韓
国
と
の
条

約
締
結
は
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
経
緯
で
、
清
朝
は
初
め
翰
林
院
の
編
修
の
張
亨
嘉
に

四
品
を
授
与
し
「
駐
紮
朝
鮮
国
四
等
公
使
」
と
し
て
派
遣
す
る
予
定

（

）
２３

（

）
２４

（

）
２５

（

）
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を
立
て
た
が
、
張
亨
嘉
は
母
親
の
高
齢
を
理
由
に
派
遣
を
辞
退
し
た
。

そ
の
た
め
、
安
徽
按
察
使
徐
壽
朋
に
三
品
京
堂
候
補
を
授
与
し
「
駐

紮
朝
鮮
国
欽
差
大
臣
」
に
任
命
し
た
。

そ
の
後
、
総
理
衙
門
は
唐
紹
儀
か
ら
の
報
告
書
を
受
け
て
徐
壽
朋

の
肩
書
を
変
え
た
。
唐
紹
儀
は
駐
韓
各
国
の
公
使
館
を
訪
問
し
、
各

国
の
意
見
を
総
理
衙
門
に
報
告
し
て
い
た
。
清
韓
間
に
条
約
が
締
結

さ
れ
て
い
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
清
国
の
使
節
が
「
駐
紮
」
を
称
す

る
の
は
清
国
の
使
節
が
い
ま
だ
に
韓
国
を
「
属
国
」
と
見
做
し
て
い

る
か
ら
だ
と
い
う
諸
外
国
の
意
見
を
述
べ
、
そ
し
て
徐
壽
朋
の
地
位

が
全
権
大
臣
で
あ
る
か
ど
う
か
、「
駐
紮
」「
朝
鮮
」
な
ど
の
呼
称
の

妥
当
性
、
及
び
国
書
の
形
式
な
ど
に
も
諸
外
国
が
注
目
し
て
い
る
と

伝
え
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
清
朝
政
府
は
徐
壽
朋
の
肩
書
を
「
二
品

出
使
全
権
大
臣
」
に
、
国
名
も
朝
鮮
か
ら
韓
国
に
変
更
し
た
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
清
朝
側
は
各
国
の
意
見
を
受
け
て
、
国
書
の
格
式
、

派
遣
大
臣
の
肩
書
な
ど
を
他
国
と
一
致
さ
せ
、
公
法
に
従
う
外
交
様

式
で
韓
国
と
の
条
約
締
結
に
臨
ん
だ
。

韓
国
側
は
条
約
締
結
に
向
か
っ
て
着
々
と
準
備
し
、
列
強
国
は
相

次
い
で
清
朝
に
圧
力
を
か
け
て
、
韓
国
に
あ
る
清
朝
租
界
の
保
留
問

題
を
提
起
し
た
。
こ
う
い
っ
た
様
々
な
要
因
に
よ
り
清
朝
政
府
は
よ

う
や
く
韓
国
に
使
節
派
遣
し
、
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
を
決
意
し
た
。

（

）
２７

（

）
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（
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光
緒
帝
の
決
断
は
戊
戌
変
法
に
よ
る
新
た
な
外
交
政
策
の
挑
戦
で
あ

り
、
そ
れ
は
結
果
と
し
て
は
唐
紹
儀
が
提
案
し
た
「
大
国
」
の
や
り

方
と
一
致
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
総
理
衙
門
が
各
国
の
意
見
を

受
け
入
れ
、
使
節
の
肩
書
や
国
書
の
格
式
な
ど
を
す
べ
て
他
国
と
同

様
に
し
た
こ
と
は
看
過
で
き
な
い
。
清
朝
の
対
韓
態
度
は
、「
属
国
」

視
し
て
き
た
日
清
戦
争
以
前
の
そ
れ
と
大
差
な
い
と
指
摘
さ
れ
た
よ

う
に
、
清
国
が
自
ら
を
「
上
位
」
に
置
く
意
識
は
日
清
戦
争
前
後
で

差
が
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
え
る
。
し
か
し
、
日
清
戦
争
以
前
、
そ
の

「
上
位
」
を
守
る
根
拠
は
朝
貢
体
制
で
あ
っ
た
。
日
清
戦
争
後
そ
の

「
上
位
」
を
守
る
た
め
に
、
新
た
な
根
拠
を
模
索
す
る
こ
と
が
必
要

と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
韓
国
に
対
し
て
欧
米
列
強
国
と
同
様
な
行
動

を
行
い
、「
総
領
事
」
の
命
名
、
清
朝
か
ら
先
に
使
節
を
派
遣
す
る
こ

と
、
使
節
の
肩
書
及
び
国
書
の
格
式
な
ど
に
関
し
て
で
き
る
限
り

「
大
国
」
と
一
致
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
韓
国
に
対
し

て
「
上
位
」
を
守
れ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

二

清
韓
の
条
約
交
渉
の
過
程
と
争
点

（
１
）
条
約
交
渉
の
過
程

一
八
九
八
年
一
〇
月
に
清
朝
政
府
は
徐
壽
朋
を
全
権
大
臣
と
し
て

韓
国
へ
派
遣
し
、
韓
国
側
と
条
約
締
結
に
つ
い
て
商
議
す
る
と
い
う

（
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決
定
を
下
し
た
。
そ
し
て
徐
壽
朋
に
持
た
せ
た
国
書
の
冒
頭
に
は

「
大
清
国
の
大
皇
帝
は
謹
ん
で
大
韓
国
の
大
皇
帝
に
挨
拶
す
る
」
と

書
き
、「
近
年
、
各
国
は
す
べ
て
自
主
・
自
保
を
以
て
公
義
と
為
す
。

是
を
以
て
、
光
緒
帝
二
一
年
の
中
日
馬
関
条
約
の
第
一
款
に
て
中
国

は
朝
鮮
国
の
独
立
自
主
を
認
め
る
」
と
記
し
、
清
朝
は
こ
れ
に
よ
っ

て
正
式
に
大
韓
国
の
独
立
を
承
認
す
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
総
理
衙
門
は
清
朝
側
の
草
案
を
用
意
し
な
か
っ
た
。
そ

こ
で
一
一
月
に
徐
壽
朋
は
、
天
津
で
出
発
の
待
機
を
し
て
い
る
期
間

に
韓
国
と
各
国
と
の
通
商
条
約
を
参
考
し
て
一
四
款
の
条
文
を
作
成

し
た
。
そ
れ
を
総
理
衙
門
に
提
出
し
た
と
き
、
草
案
の
趣
旨
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。「
韓
国
は
元
々
藩
属
で
、
対
等
を
主
張
し

て
い
る
の
は
韓
国
の
意
思
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
韓
国
は
今
回
の
条

約
に
よ
っ
て
多
く
の
利
益
を
求
め
る
こ
と
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

我
々
は
利
益
を
貪
る
こ
と
は
し
な
い
。
他
の
国
が
裏
で
指
示
し
て
い

る
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
も
し
こ
の
条
約
が
、
韓
国
と
各
国
と
の
間

で
す
で
に
結
ば
れ
て
い
る
条
約
内
容
と
少
し
で
も
異
な
る
な
ら
ば
、

裏
に
あ
る
国
々
は
必
ず
口
を
出
す
。
そ
れ
は
ま
た
面
倒
で
、
小
国
を

慈
し
む
意
味
を
損
じ
、
隣
国
の
誼
に
は
よ
く
な
い
。
そ
こ
で
今
回
の

条
約
は
既
存
の
条
約
に
基
づ
い
て
条
文
を
増
や
し
た
り
減
ら
し
た
り

し
て
、
互
い
に
均
衡
さ
せ
る
。
条
約
は
速
や
か
に
成
立
さ
せ
、
韓
国

（

）
３１

側
に
は
異
議
は
な
い
こ
と
を
期
し
て
い
る
」
と
説
明
し
た
。

韓
国
の
条
約
締
結
の
要
請
は
他
国
の
意
思
に
よ
っ
た
も
の
だ
と
判

断
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
徐
壽
朋
は
韓
国
が
清
朝
よ
り
独
立
し
よ
う

と
し
た
理
念
を
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
他
の
国

の
干
渉
を
避
け
る
た
め
に
、
彼
は
条
約
の
内
容
に
つ
い
て
「
互
い
に

均
衡
」
す
る
と
い
う
よ
う
に
そ
の
対
等
性
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。

年
末
に
、
韓
国
の
内
政
が
独
立
協
会
の
活
動
に
影
響
さ
れ
て
混
乱

し
た
た
め
、
徐
壽
朋
の
出
発
は
延
期
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
が

よ
う
や
く
漢
城
に
到
着
し
た
の
は
、
一
八
九
九
年
一
月
二
五
日
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
二
月
一
日
に
「
す
べ
て
西
洋
の
通
例
」
の
形

式
に
基
づ
い
て
、
高
宗
に
謁
見
し
、
国
書
を
奉
呈
し
た
。

韓
国
に
駐
在
し
て
か
ら
、
徐
壽
朋
は
現
状
を
考
察
し
、
持
っ
て
き

た
草
案
を
添
削
し
、
総
理
衙
門
の
承
認
を
得
て
、
最
終
的
に
韓
国
の

外
交
を
担
当
す
る
外
部
大
臣
の
朴
斉
純
へ
一
七
款
か
ら
な
る
草
案
を

渡
し
た
。
追
加
内
容
は
主
に
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
韓
国
で
中
国
人
が
賃
貸
か
購
入
し
た
土
地
や
家
屋
が
韓
国
人

に
不
法
占
有
さ
れ
た
場
合
、
韓
国
官
は
そ
れ
を
取
り
戻
し
元
の

所
有
者
に
返
し
、
韓
国
人
の
財
産
を
収
管
す
る
べ
き
で
あ
る
。

も
し
中
国
人
に
不
法
占
有
さ
れ
た
場
合
、
中
国
官
が
そ
れ
を
取

（
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り
戻
し
元
の
所
有
者
に
返
す
べ
き
で
あ
る
。

②
両
国
商
人
が
通
商
貿
易
を
行
う
際
、
借
金
を
返
済
し
な
い
、

ま
た
商
品
の
価
格
が
不
明
瞭
で
あ
る
と
い
っ
た
問
題
が
発
生
し

た
場
合
、
告
訴
し
た
ら
、
被
告
人
が
属
す
る
国
の
官
員
が
期
間

を
限
定
し
取
戻
さ
せ
る
。
延
期
は
不
可
で
あ
る
。

③
中
国
商
民
が
漢
城
に
居
住
す
る
こ
と
を
許
可
す
る
。
そ
の
交

易
等
は
韓
国
官
が
一
律
で
保
護
す
る
。

④
両
国
人
が
旅
券
を
申
請
し
内
地
で
遊
歴
、
通
商
す
る
こ
と
を

許
可
す
る
。

追
加
さ
れ
た
部
分
は
主
に
商
人
の
利
益
を
保
護
す
る
内
容
で
あ
る

が
、
徐
壽
朋
は
漢
城
に
来
て
か
ら
商
人
の
こ
と
を
天
津
に
い
た
と
き

よ
り
い
ろ
い
ろ
実
感
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
追
加
さ
れ
た
①
②

④
が
双
務
的
な
の
に
対
し
、
③
は
片
務
的
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た

い
。
こ
れ
は
そ
の
後
の
両
国
交
渉
の
焦
点
と
な
っ
た
。

両
国
の
全
権
代
表
で
あ
る
韓
国
の
外
部
大
臣
朴
斉
純
と
清
朝
の
全

権
大
臣
徐
壽
朋
は
、
一
八
九
九
年
二
月
か
ら
九
月
ま
で
条
約
交
渉
を

行
っ
た
。
会
談
は
全
八
回
で
、
二
月
一
五
日
、
四
月
一
九
日
、
五
月

五
日
、
六
月
七
日
、
同
一
五
日
、
同
二
三
日
、
同
三
〇
日
、
そ
し
て

七
月
一
八
日
で
あ
っ
た
。
会
談
は
互
い
に
予
め
準
備
し
た
草
案
を
も

と
に
進
め
ら
れ
た
が
、
相
手
国
の
草
案
に
対
し
、
受
容
、
修
正
、
削

除
な
ど
を
繰
り
返
し
な
が
ら
新
た
な
修
正
案
を
提
出
し
、
互
い
の
意

見
の
相
違
を
縮
め
て
い
っ
た
。
双
方
の
意
見
は
お
よ
そ
四
次
会
談
で

一
致
し
、
五
次
か
ら
七
次
ま
で
は
個
別
の
条
文
の
内
容
、
と
く
に

「
漢
城
撤
桟
」
を
め
ぐ
っ
て
討
論
を
行
っ
た
。
八
次
以
後
は
九
月
一

一
日
の
条
約
締
結
ま
で
、
字
句
修
正
の
た
め
書
簡
往
復
に
よ
っ
て
交

渉
が
進
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
両
国
の
全
権
代
表
は
一
八
九
九
年
九
月

一
一
日
、
一
五
款
か
ら
成
る
清
韓
通
商
条
約
を
締
結
し
た
。

そ
の
後
、
両
国
の
皇
帝
の
批
准
を
経
て
、
一
二
月
一
四
日
に
漢
城

で
互
換
条
約
を
締
結
し
、
遂
に
清
韓
修
好
条
約
が
成
立
し
た
。
同
日

に
総
理
衙
門
は
韓
国
の
外
部
大
臣
宛
に
電
報
を
送
り
、
徐
壽
朋
を

「
出
使
韓
国
大
臣
」
に
任
命
す
る
諭
旨
を
伝
え
、
国
書
は
そ
れ
と
は

別
に
送
る
こ
と
を
知
ら
せ
た
。
こ
う
し
て
徐
壽
朋
は
初
代
の
駐
韓
清

国
公
使
と
な
っ
た
。
一
九
〇
〇
年
一
月
に
徐
壽
朋
は
、
自
身
を
「
出

使
韓
国
大
臣
」
に
任
命
す
る
清
朝
の
国
書
を
韓
国
皇
帝
に
奉
呈
し
た
。

清
韓
通
商
条
約
は
、
公
使
領
事
の
交
換
（
第
二
款
）、
関
税
に
つ
い

て
互
い
に
最
恵
国
待
遇
を
認
め
合
い
（
第
三
款
）、
領
事
裁
判
お
よ
び

（
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刑
事
事
件
に
関
し
て
相
互
に
認
め
合
う
こ
と
（
第
四
款
）
を
約
し
て

い
る
。
こ
れ
は
、
清
韓
両
国
間
で
対
等
な
独
立
国
と
し
て
初
め
て
締

結
さ
れ
た
平
等
条
約
で
あ
る
。
こ
の
条
約
の
締
結
に
よ
っ
て
伝
統
的

な
東
ア
ジ
ア
の
国
際
秩
序
は
終
焉
を
迎
え
、
韓
国
の
独
立
が
遂
に
清

国
に
認
め
ら
れ
た
こ
と
を
物
語
っ
た
。

条
約
が
締
結
さ
れ
た
翌
年
、
清
国
で
義
和
団
事
件
が
発
生
し
、
そ

の
後
清
国
の
満
洲
と
朝
鮮
半
島
を
め
ぐ
る
ロ
シ
ア
と
日
本
の
競
争
が

激
し
く
な
っ
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
一
九
〇
一
年
に
清
国
で
は
総
理
衙

門
を
外
務
と
改
称
し
、
新
た
な
外
交
組
織
が
で
き
た
。
一
九
〇
四
年

二
月
の
日
露
戦
争
開
戦
直
後
、
外
務
は
「
中
立
」
を
宣
告
し
、
韓
国

は
日
本
の
保
護
国
と
な
っ
た
。
次
第
に
、
清
韓
関
係
は
新
た
な
局
面

に
入
っ
て
い
っ
た
。

（
２
）
「
漢
城
撤
桟
」
を
め
ぐ
る
交
渉

清
韓
両
国
の
代
表
は
七
ヶ
月
の
間
、
様
々
な
問
題
を
め
ぐ
っ
て
意

見
交
換
を
し
な
が
ら
交
渉
を
進
め
た
。
特
に
境
界
、
治
外
法
権
、
紅

蔘
禁
輸
、
清
国
銀
貨
の
流
通
な
ど
の
問
題
に
つ
い
て
双
方
と
も
自
分

の
立
場
に
立
っ
て
相
手
国
の
草
案
に
対
し
意
見
を
述
べ
、
繰
り
返
し

修
正
し
た
。

交
渉
で
最
大
の
争
点
と
な
っ
た
の
は
「
漢
城
撤
桟
」
の
問
題
で
あ

る
。清

国
の
商
民
が
漢
城
で
交
易
し
始
め
た
の
は
、
一
八
八
二
年
一
〇

月
に
清
朝
と
朝
鮮
と
の
間
に
結
ば
れ
た
中
国
朝
鮮
商
民
水
陸
貿
易
章

程
を
嚆
矢
と
す
る
。
そ
の
第
四
条
の
中
に
次
の
よ
う
な
内
容
が
書
か

れ
て
い
る
。

朝
鮮
商
民
は
北
京
で
の
交
易
を
許
可
さ
れ
る
。
中
国
商
民
に
は

朝
鮮
の
楊
花
津
と
漢
城
で
の
行
桟
を
開
設
す
る
こ
と
が
許
可
さ

れ
る
。

こ
れ
ま
で
朝
鮮
側
に
は
朝
貢
時
に
北
京
の
会
同
館
（
朝
貢
使
節
の

滞
在
宿
舎
）
で
商
業
活
動
を
行
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
そ

れ
は
一
方
的
な
朝
貢
貿
易
に
お
け
る
恩
恵
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。

そ
れ
が
い
ま
や
、
朝
鮮
人
の
会
同
館
で
の
貿
易
に
対
応
す
る
形
で
、

中
国
人
は
漢
城
で
店
舗
や
倉
庫
な
ど
を
開
設
す
る
こ
と
が
可
能
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
従
来
の
朝
貢
貿
易
の
形
式
か
ら
、
双
務

性
及
び
対
等
性
に
基
づ
い
た
開
港
場
貿
易
の
形
式
へ
の
転
換
を
意
味

し
た
。

朝
鮮
か
ら
清
朝
へ
の
最
後
の
朝
貢
は
一
八
九
四
年
の
日
清
戦
争
前

で
あ
っ
た
が
、
朝
貢
の
停
止
に
よ
っ
て
朝
鮮
商
人
の
北
京
で
の
貿
易

（
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は
中
断
さ
れ
た
。
一
方
、
先
述
し
た
よ
う
に
朝
鮮
側
は
甲
午
改
革
の

と
き
、
中
国
朝
鮮
商
民
水
陸
貿
易
章
程
を
廃
止
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ

て
両
国
の
経
済
関
係
は
停
止
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
清
国
商
人

は
そ
の
ま
ま
漢
城
な
ど
の
開
港
場
に
残
り
、
商
売
を
続
け
た
。
つ
ま

り
、
清
国
商
人
は
一
方
的
に
漢
城
で
商
業
活
動
を
行
う
こ
と
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
経
緯
に
よ
り
、
清
国
と
の
正
式
交
渉
が
始
ま
る
前
に

韓
国
の
知
識
人
や
言
論
媒
体
か
ら
商
権
回
収
の
意
見
が
出
て
い
た
。

一
八
九
九
年
二
月
一
五
日
の
一
次
会
談
で
、
徐
壽
朋
は
用
意
し
た

清
国
側
草
稿
を
朴
斉
純
に
提
出
し
た
。
彼
は
、
両
国
が
各
国
と
締
結

し
た
条
約
に
基
づ
い
て
作
成
し
、
各
国
の
条
約
と
異
な
る
部
分
を
両

国
の
現
状
に
合
わ
せ
た
草
案
に
つ
い
て
「
一
方
に
偏
向
す
る
こ
と
は

な
い
」
と
草
案
の
対
等
性
を
強
調
し
た
。

清
朝
側
の
草
案
第
九
款
は
先
述
し
た
追
加
内
容
の
③
で
あ
っ
た
。

韓
国
側
は
思
っ
た
以
上
に
時
間
を
か
け
て
清
朝
側
の
草
案
を
検
討

し
て
い
た
。
徐
壽
朋
は
時
間
が
か
か
る
原
因
の
一
つ
と
し
て
、
お
そ

ら
く
草
案
の
中
に
中
国
人
が
漢
城
に
居
住
す
る
内
容
が
あ
る
こ
と
に

関
わ
っ
て
い
る
と
推
測
し
た
。
彼
は
こ
れ
に
対
し
総
理
衙
門
に
次
の

よ
う
に
報
告
し
た
。「
中
国
人
は
漢
城
に
居
住
す
る
歴
史
が
長
く
、

人
数
が
多
い
。
現
在
、
漢
城
に
居
住
し
て
い
る
日
本
人
の
数
は
も
っ

（

）
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と
も
多
い
。
中
国
人
だ
け
を
移
動
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、

恐
ら
く
や
り
づ
ら
い
だ
ろ
う
。
朝
鮮
は
長
期
に
わ
た
り
中
国
の
藩
属

で
あ
り
な
が
ら
、
中
国
人
を
優
待
し
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
以
前
か

ら
得
た
利
益
を
突
然
奪
お
う
と
し
て
い
る
。
他
国
と
比
べ
て
見
劣
り

が
す
る
。
今
回
、
条
約
を
成
立
で
き
な
く
て
も
、
変
通
は
許
可
で
き

な
い
」
と
強
気
な
姿
勢
を
見
せ
、
ま
た
今
後
、
韓
国
側
と
交
渉
す
る

際
「
上
に
対
し
て
国
体
を
重
ん
じ
る
。
下
に
対
し
て
商
人
の
こ
と
を

気
に
か
け
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

一
次
会
談
が
終
わ
っ
た
ば
か
り
の
段
階
で
、
条
約
締
結
自
体
が
中

断
さ
れ
る
ほ
ど
の
難
航
が
予
想
さ
れ
た
。「
他
国
」
の
存
在
を
意
識

し
な
が
ら
自
国
の
「
国
体
」
と
「
商
人
」
を
守
る
と
こ
ろ
に
主
権
の

意
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
四
月
一
九
日
の
二
次
会
談
で
韓
国
側
が
提
出
し
た
草
案

の
第
八
款
に
、

韓
国
政
府
は
各
国
の
商
民
が
漢
城
で
行
桟
を
開
設
す
る
規
定
を

廃
止
す
る
予
定
で
あ
る
。
す
べ
て
の
建
物
は
韓
国
政
府
や
韓
国

人
に
よ
っ
て
随
時
、
原
価
で
買
い
取
る
。
た
だ
し
、
清
国
の
商

民
が
行
桟
を
開
設
し
て
い
た
時
間
は
長
く
、
直
ち
に
で
き
な
い
。

必
ず
期
間
を
設
け
て
撤
廃
す
る
こ
と
。

（
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と
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
韓
国
側
は
そ
の
理
由
を
二
点
取
り
上
げ
た
。

一
点
目
は
中
国
朝
鮮
商
民
水
陸
貿
易
章
程
の
第
四
条
に
言
及
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
当
時
の
北
京
交
易
は
た
だ
使
節
が
往
来
す
る
と
き
の

官
に
よ
る
朝
鮮
人
参
の
売
買
に
と
ど
ま
り
、
し
か
も
現
在
は
停
止
し

て
い
て
、
互
い
に
利
益
を
得
る
こ
と
は
出
来
て
い
な
か
っ
た
点
。
二

点
目
は
、
韓
国
が
西
洋
各
国
と
締
結
し
た
条
約
の
善
後
条
約
に
、
清

朝
政
府
が
先
に
漢
城
の
行
桟
を
撤
廃
す
れ
ば
、
各
国
も
そ
れ
に
従
う

と
い
う
条
項
が
あ
っ
た
点
で
あ
る
。
各
国
が
中
国
を
例
に
し
て
漢
城

で
店
舗
開
設
す
る
よ
う
に
な
っ
て
以
来
、
そ
の
数
は
増
す
ば
か
り
で

制
御
し
え
な
く
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
ま
ず
中
国
に
声
明
し
、
そ

れ
か
ら
各
国
に
説
明
す
る
と
論
じ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
聞
い
て
徐
壽
朋
は
直
ち
に
「
難
し
い
」
と
答
え
、
次
の
よ

う
な
理
由
を
述
べ
た
。「
漢
城
で
の
中
国
商
人
の
通
商
が
許
可
さ
れ

た
の
は
、
中
国
朝
鮮
商
民
水
陸
貿
易
章
程
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
各
国

も
そ
れ
に
従
っ
て
漢
城
で
の
通
商
を
始
め
た
。
章
程
自
体
は
廃
止
さ

れ
た
が
、
韓
国
と
各
国
と
の
条
約
に
は
漢
城
通
商
に
関
す
る
規
定
は

ま
だ
残
っ
て
い
る
。
今
回
の
清
国
側
の
草
案
は
そ
れ
ら
の
条
約
に
準

拠
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
も
し
、
韓
国
側
が
清
国
と
条
約
締
結
す

る
前
に
各
国
と
の
漢
城
通
商
の
条
文
を
廃
止
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
漢

城
に
い
る
清
国
商
人
に
も
決
め
ら
れ
た
期
間
中
に
、
家
屋
や
土
地
の

（
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価
値
に
相
当
す
る
金
額
を
渡
し
て
、
時
期
を
分
け
て
漢
城
か
ら
撤
桟

さ
せ
る
こ
と
に
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
」。
そ
の
う
え
で
、
彼
は

「『
将
来
各
国
の
人
々
が
漢
城
に
居
住
す
る
規
定
を
撤
廃
す
る
こ
と
に

な
っ
た
場
合
に
は
、
清
国
商
人
も
そ
れ
に
従
う
べ
き
で
あ
る
』
と
の

一
節
を
条
約
中
に
明
記
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
妥
協
案

を
提
出
し
た
。
こ
こ
で
徐
壽
朋
は
韓
国
側
が
主
張
し
て
い
る
撤
桟
の

順
序
に
反
対
し
、
現
実
で
は
各
国
の
条
約
が
先
に
存
在
し
、
清
朝
側

の
草
案
は
そ
れ
に
準
じ
て
い
る
だ
け
で
、
そ
の
草
案
の
妥
当
性
を
主

張
し
た
の
で
あ
る
。

五
月
五
日
の
三
次
会
談
の
と
き
、
徐
壽
朋
が
提
出
し
た
清
国
側
の

改
正
案
で
は
、

中
国
商
民
が
漢
城
で
貿
易
な
ど
を
行
う
際
、
韓
国
官
は
保
護
す

る
べ
き
。
も
し
各
国
が
漢
城
の
行
桟
を
撤
廃
す
れ
ば
、
中
国
商

民
は
一
律
で
そ
れ
に
従
う
。

と
書
き
直
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
徐
壽
朋
は
「
中
国
は
将
来

的
に
韓
国
人
の
北
京
で
の
交
易
を
許
可
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は

中
国
が
各
国
と
締
結
し
た
条
約
に
北
京
で
は
交
易
で
き
な
い
と
明
記

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
韓
国
と
各
国
と
の
条
約
に
漢
城
で
は
行
桟

（

）
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開
設
で
き
る
と
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
中
国
人
が
漢
城
で
交
易
す
る

こ
と
は
許
可
さ
れ
る
」
と
説
明
し
た
。

そ
し
て
六
月
七
日
の
四
次
会
談
の
さ
い
の
韓
国
側
の
改
正
案
で
は
、

「
漢
城
撤
桟
」
に
つ
い
て
の
条
項
を
本
条
約
で
は
な
く
「
善
後
続
条
」

（
追
加
条
項
）
と
す
る
こ
と
に
変
更
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、

今
後
韓
国
政
府
が
漢
城
で
開
設
さ
れ
た
行
桟
を
撤
廃
す
る
際
、

中
国
政
府
は
イ
ギ
リ
ス
と
ド
イ
ツ
よ
り
先
に
同
意
を
示
す
こ
と
。

し
か
し
、
韓
国
政
府
は
各
国
と
の
約
束
通
り
行
桟
を
一
律
撤
廃

す
る
前
に
、
強
制
的
に
中
国
人
の
行
桟
を
撤
廃
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
行
桟
な
ど
す
べ
て
の
価
格
は
両
国
政
府
の
委
員
に

よ
っ
て
決
め
る
。

と
い
っ
た
内
容
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
図
に
つ
い
て
韓
国
側
は
次
の
よ

う
に
説
明
し
た
。
今
回
の
締
約
は
各
国
よ
り
遅
れ
る
が
、
漢
城
開
桟

は
各
国
よ
り
早
か
っ
た
の
で
、
先
に
撤
廃
す
る
の
を
同
意
し
、
各
国

が
そ
れ
に
従
う
、
と
い
う
手
順
を
確
認
す
る
。
漢
城
撤
桟
に
同
意
す

る
の
は
各
国
よ
り
先
に
な
る
が
、
撤
桟
の
施
行
は
各
国
よ
り
先
で
は

な
い
と
い
う
意
味
合
い
を
示
す
も
の
で
あ
る
、
と
。

こ
れ
に
対
し
徐
壽
朋
は
中
国
が
先
に
開
桟
し
た
か
ら
と
い
っ
て
先

（
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に
撤
廃
に
同
意
す
る
の
は
難
し
い
と
伝
え
、
ま
た
、「
一
律
撤
廃
す

る
前
に
」
と
い
う
一
節
を
削
除
し
て
、「
各
国
と
同
時
に
行
桟
を
撤

廃
す
る
」
と
提
案
し
た
。

六
月
一
五
日
の
五
次
会
議
で
は
紅
蔘
禁
輸
の
問
題
に
つ
い
て
両
国

の
代
表
は
意
見
交
換
を
し
た
が
、「
漢
城
撤
桟
」
に
つ
い
て
は
検
討

さ
れ
て
い
な
い
。

六
月
二
三
日
、
六
次
会
談
の
時
に
徐
壽
朋
は
再
び
「
先
に
利
益
を

得
た
者
が
必
ず
先
に
利
益
を
撤
廃
す
べ
き
理
由
は
な
い
」
と
い
い
、

韓
国
側
が
提
案
し
た
撤
桟
の
手
順
を
否
定
し
た
。
そ
し
て
清
朝
側
の

善
後
続
条
は
次
の
よ
う
に
提
起
さ
れ
た
。

今
後
韓
国
政
府
が
漢
城
で
開
設
さ
れ
て
い
る
行
桟
を
撤
廃
す
る

際
、
こ
の
件
を
中
国
政
府
は
許
可
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る

（
中
国
政
府
可
以
允
許
）。
た
だ
し
、
中
国
商
民
の
行
桟
は
必
ず

各
国
の
行
桟
と
同
時
に
撤
廃
す
る
。
す
べ
て
の
価
格
は
そ
の
と

き
両
国
の
政
府
委
員
の
議
定
に
従
う
。

こ
の
善
後
続
条
に
使
わ
れ
て
い
る
「
可
以
」（
可
能
で
あ
る
）
の
二

字
に
対
し
て
、
朴
斉
純
は
「
応
即
」（
直
ち
に
す
る
べ
き
）
と
直
し
て

ほ
し
い
と
提
案
し
た
。
そ
う
す
る
と
「
許
可
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

（
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る
」
と
い
う
意
味
は
「
直
ち
に
許
可
す
る
べ
き
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン

ス
に
な
る
。
徐
壽
朋
は
そ
れ
を
断
っ
た
が
、
朴
斉
純
は
「
可
以
」
と

「
応
即
」
か
ら
文
字
を
一
つ
ず
つ
選
ん
で
「
可
即
」（
直
ち
に
可
能
で
あ

る
）
を
使
う
と
提
案
し
た
。
即
ち
「
直
ち
に
許
可
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
言
い
方
に
対
し
徐
壽
朋
は
よ

う
や
く
同
意
し
た
。

六
月
三
〇
日
の
七
次
会
談
で
、
韓
国
側
は
前
回
の
意
見
に
従
っ
て

善
後
続
条
を
次
の
よ
う
に
書
き
直
し
た
。

今
後
韓
国
政
府
が
漢
城
で
開
設
さ
れ
て
い
る
行
桟
を
撤
廃
す
る

際
、
こ
の
件
を
中
国
政
府
は
直
に
許
可
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
（
中
国
政
府
可
即
允
許
）。
た
だ
し
、
中
国
商
民
の
行
桟
は
必

ず
各
国
の
行
桟
と
同
時
に
撤
廃
す
る
。
す
べ
て
の
価
格
は
そ
の

と
き
両
国
の
政
府
委
員
の
議
定
に
従
う
。

し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
、
総
理
衙
門
は
、
善
後
続
条
に
規
定
さ

れ
て
い
る
漢
城
撤
桟
に
つ
い
て
、「
各
国
の
干
渉
が
あ
る
か
ら
削
除

し
、
後
日
別
途
に
論
議
し
よ
う
。
も
し
同
意
し
な
け
れ
ば
お
そ
ら
く

条
約
の
締
結
が
遅
延
す
る
だ
ろ
う
」
と
徐
壽
朋
に
反
対
意
見
を
示
し

た
。
結
局
、
総
理
衙
門
は
各
国
と
異
な
る
行
動
を
行
う
こ
と
自
体
に

（
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対
し
て
抵
抗
が
あ
り
、
ま
た
、
既
得
し
た
利
益
を
自
ら
放
棄
し
た
く

な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
後
、
両
国
全
権
は
直
接
会
わ
ず
に
書
簡
に
よ
っ
て
意
見
交
換

を
続
け
た
。
七
月
六
日
に
韓
国
側
は
徐
壽
朋
に
、
こ
れ
ま
で
の
両
国

の
交
渉
を
振
り
返
っ
た
長
い
書
簡
を
出
し
、
各
国
か
ら
の
干
渉
が
な

い
こ
と
を
確
認
し
つ
つ
、
条
約
は
相
互
利
益
を
目
的
と
し
、
北
京
で

の
交
易
が
不
可
能
で
あ
る
限
り
は
漢
城
で
も
不
可
能
で
あ
る
と
い
う

の
が
平
等
関
係
だ
と
伝
え
た
。
即
ち
、
漢
城
撤
桟
の
件
で
両
国
の
平

等
関
係
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
徐
壽
朋
は
こ
の
書
簡
を
読
ん
だ
後
、
返
信
の
中
で
総
理

衙
門
の
分
離
締
結
の
提
案
を
繰
り
返
し
主
張
し
た
。
両
国
の
論
点
は

平
行
し
、
条
約
締
結
自
体
が
危
う
い
状
況
に
直
面
し
た
。
結
局
は
、

韓
国
外
部
は
清
朝
の
主
張
に
従
っ
て
、
漢
城
撤
桟
の
内
容
を
本
条
約

と
善
後
続
条
の
両
方
と
も
に
挿
入
し
な
い
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
は
経

済
的
な
問
題
の
ほ
か
に
、
韓
国
政
府
は
漢
城
で
の
外
国
人
の
商
業
活

動
の
否
定
よ
り
も
、
内
地
通
商
の
不
法
商
行
為
取
締
り
を
最
優
先
す

る
べ
き
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
韓
国
が
清
韓
通
商
条
約
の
締

結
自
体
が
韓
国
が
独
立
国
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
大
き
な
成
果
で

あ
る
と
判
断
し
た
為
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
て
、
漢
城
撤
桟
を
め
ぐ
る
清
韓
交
渉
は
、
韓
国
側
の
譲
歩

（

）
５１



52

で
条
約
に
記
載
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
交
渉
過
程
で
明
ら

か
に
な
っ
た
の
は
、
清
朝
が
自
国
の
商
民
保
護
に
執
着
し
て
い
る
と

い
う
事
実
、
そ
し
て
、
朝
鮮
半
島
に
お
い
て
欧
米
列
強
国
と
同
様
の

地
位
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
姿
勢
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
漢
城
に
行

桟
な
ど
持
っ
て
い
る
事
実
、
韓
国
に
対
し
て
不
平
等
で
あ
る
こ
と
を

認
識
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
不
平
等
を
改
正
す
る
こ
と
、

ま
た
そ
の
撤
廃
交
渉
に
お
い
て
権
益
を
放
棄
す
る
と
い
っ
た
姿
勢
が

見
ら
な
れ
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
清
朝
が
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
特
殊

的
な
地
位
を
暗
黙
の
前
提
と
し
て
い
た
と
見
な
す
こ
と
も
可
能
で
は

な
か
ろ
う
か
。

終
わ
り
に

本
稿
で
は
清
韓
通
商
条
約
締
結
の
過
程
に
お
け
る
清
朝
か
ら
の
使

節
派
遣
お
よ
び
交
渉
過
程
を
検
討
し
た
。
そ
こ
に
は
伝
統
の
連
続
と

非
連
続
が
表
れ
て
い
る
。

「
外
交
に
お
け
る
伝
統
的
意
識
が
官
僚
の
意
識
の
底
辺
に
あ
り
、

清
の
最
末
期
に
お
い
て
も
、
対
韓
国
・
シ
ャ
ム
（
タ
イ
）
外
交
な
ど

に
そ
の
よ
う
な
面
が
出
て
く
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
中
国
の
伝

統
的
な
外
交
理
念
は
下
関
条
約
を
経
て
必
ず
し
も
完
全
に
消
滅
し
た

わ
け
で
は
な
く
、
対
韓
外
交
に
お
い
て
も
そ
の
連
続
性
が
あ
っ
た
こ

（

）
５２

と
が
本
稿
で
も
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

本
文
中
に
触
れ
て
い
な
い
が
、
清
韓
通
商
条
約
の
第
一
五
款
に

「
中
国
と
韓
国
は
元
々
同
文
の
国
な
の
で
、
今
回
の
条
約
及
び
今
後

往
復
す
る
公
文
は
、
簡
易
に
す
る
た
め
に
華
文
（
漢
文
）
を
使
用
す

べ
き
で
あ
る
」
と
決
定
さ
れ
た
。
そ
れ
以
前
、
一
八
七
一
年
の
日
清

修
好
条
規
の
第
六
条
に
「
今
後
両
国
を
往
復
す
る
公
文
は
、
中
国
は

漢
文
を
使
う
。
日
本
は
日
本
文
を
使
い
、
漢
文
の
訳
文
を
付
す
べ
き
、

或
い
は
た
だ
漢
文
の
み
を
使
い
、
そ
の
便
宜
に
従
う
」
と
規
定
さ
れ

た
よ
う
に
、
漢
文
（
華
文
）
使
用
の
規
定
は
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
従

来
の
中
国
の
特
殊
地
位
を
完
全
に
は
放
棄
し
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て

い
る
。

日
清
間
で
の
外
交
公
文
に
お
け
る
漢
文
の
地
位
は
、
下
関
条
約
の

「
議
定
専
条
」
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
。「
議
定
専
条
」
に
は
、「
条
約

の
日
本
本
文
と
漢
文
本
文
の
間
に
解
釈
が
異
な
る
場
合
英
文
訳
文
に

よ
っ
て
決
裁
す
べ
き
こ
と
を
約
す
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
規

定
に
よ
っ
て
日
本
文
に
対
し
て
有
し
て
い
た
漢
文
の
絶
対
的
な
地
位

は
英
文
に
譲
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
日
本
と
の
間
で

失
っ
た
漢
文
の
優
越
性
を
清
朝
は
依
然
と
し
て
韓
国
に
は
求
め
た
の

で
あ
ろ
う
。

と
は
い
え
、
清
韓
通
商
条
約
の
締
結
過
程
に
お
け
る
伝
統
の
非
連

（

）
５３

（

）
５４

（

）
５５
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続
は
看
過
で
き
な
い
。
公
法
を
重
視
し
清
国
商
民
の
権
益
を
保
護
し
、

韓
国
に
対
し
て
各
国
と
同
様
な
行
動
を
行
い
、「
大
国
」
を
目
指
そ

う
と
す
る
一
面
は
日
清
戦
争
前
の
外
交
姿
勢
と
異
な
っ
た
。

一
九
世
紀
末
の
清
朝
外
交
は
伝
統
か
ら
近
代
へ
の
過
渡
期
で
あ
る
。

伝
統
の
連
続
と
非
連
続
は
外
交
交
渉
に
、
特
に
東
ア
ジ
ア
諸
国
と
の

外
交
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
表
れ
た
の
か
、
そ
れ
は
中
国
の
近
代
外

交
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
と
い
う
点
が
今
後
の
課
題
と

し
て
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

（
１
）
田
濤
編
『
清
朝
条
約
全
集
』
第
弐
巻
「
光
緒
朝
條
約
・
日
本
約
」

（
黒
龍
江
人
民
出
版
社
、
一
九
九
九
年
）。

（
２
）
李
恩
涵
「
唐
紹
儀
與
晩
清
外
交
」（『
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究

所
集
刊
』
一
九
七
三
年
、
第
四
期
上
、『
近
代
中
国
史
事
研
究
論

集
』
台
湾
商
務
印
書
館
、
一
九
八
二
年
）。
茅
海
建
「
戊
戌
変
法
期

間
光
緒
帝
対
外
観
念
的
調
適
」（『
歴
史
研
究
』
二
〇
〇
二
年
、
第

六
期
）、『
戊
戌
変
法
史
事
考
』
生
活
・
読
書
・
新
知
三
聯
書
店
、

二
〇
〇
五
年
）。
小
原
晃
「
日
清
戦
争
後
の
中
朝
関
係
─
総
領
事

派
遣
を
め
ぐ
っ
て
─
」（『
史
潮
』
三
七
号
、
一
九
九
五
年
九
月
）。

金
東
建
「
戊
戌
変
法
期
に
お
け
る
清
朝
の
対
韓
修
交
決
定
過
程
─

朝
鮮
政
策
を
め
ぐ
る
光
緒
帝
と
総
理
衙
門
─
」（『
年
報
地
域
文
化

研
究
』
一
一
号
、
二
〇
〇
七
年
）。
岡
本
隆
司
『
世
界
の
な
か
の
日

清
韓
関
係
史
─
交
隣
と
属
国
、
自
主
と
独
立
─
』（
講
談
社
、
二
〇

〇
八
年
、
一
三
八
～
一
九
〇
頁
）、「
韓
国
の
独
立
と
清
朝
の
外
交

─
独
立
と
自
主
の
あ
い
だ
─
」（
岡
本
隆
司
・
川
島
真
編
『
中
国

近
代
外
交
の
胎
動
』、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
）。
権
鍚

奉
「
清
日
戦
争
이
후
의
清
韓
関
係
研
究
（
一
八
九
四
～
一
八
九

八
）」（
韓
国
精
神
文
化
研
究
院
歴
史
研
究
所
編
『
清
日
戦
争
을
前

後
한
韓
国
과
列
強
』
一
八
九
四
年
）。

（
３
）
権
鍚
奉
「
韓
清
通
商
条
約
의
締
結
」（『
東
方
学
志
』
第
五
四
・

五
五
・
五
六
合
輯
号
、
一
九
八
七
年
）。
殷
丁
泰
「
一
八
九
九
年

韓
清
通
商
条
約
締
結
と
大
韓
帝
国
─
条
約
締
結
の
手
続
き
と
争
点

を
中
心
と
し
て
」（
笹
川
紀
勝
・
李
泰
鎮
編
著
『
国
際
共
同
研
究

韓
国
併
合
と
現
代
─
歴
史
と
国
際
法
か
ら
の
再
検
討
─
』
明
石
書

店
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
４
）
彭
澤
周
「
朝
鮮
市
場
を
め
ぐ
る
日
清
の
貿
易
競
争
─
明
治
十
年

代
か
ら
日
清
戦
争
ま
で
を
中
心
と
し
て
─
」（『
明
治
初
期
日
韓
清

関
係
の
研
究
』
塙
書
房
、
一
九
六
九
年
、
第
四
章
参
照
）。

（
５
）
『
清
季
中
日
韓
関
係
史
料
』（
台
北
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究

所
、
一
九
七
二
年
）
四
五
六
三
～
四
五
六
四
頁
。（
以
下
『
中
日

韓
』
と
略
す
）

（
６
）
前
掲
『
中
日
韓
』
四
八
五
六
～
四
八
五
七
頁
。

（
７
）
同
前
、
四
八
五
七
頁
。

（
８
）
同
前
、
四
八
七
一
～
四
八
七
四
頁
。

（
９
）
閻
立
『
清
末
中
国
の
対
日
政
策
と
日
本
語
認
識
─
朝
貢
と
条
約

の
は
ざ
ま
で
─
』（
東
方
書
店
、
二
〇
〇
九
年
）。
第
三
章
を
参
照
。

（

）
前
掲
『
中
日
韓
』
四
八
七
三
～
四
八
七
四
頁
、
四
九
五
八
～
四

１０
九
五
九
頁
。

（

）
同
前
、
四
八
九
九
頁
。

１１
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（

）
同
前
、
四
八
七
四
頁
。

１２
（

）
同
前
、
四
九
六
八
、
四
九
七
六
、
四
九
八
八
頁
。

１３
（

）
同
前
、
四
九
八
九
～
四
九
九
〇
頁
。

１４
（

）
清
朝
が
有
し
て
い
た
租
界
は
、
釜
山
の
専
管
租
界
（
一
八
八
四

１５
年
七
月
四
日
）、
元
山
の
専
管
租
界
（
一
八
八
八
年
四
月
一
日
）、

仁
川
の
専
管
租
界
（
一
八
八
四
年
二
月
）、
鎮
南
浦
・
木
浦
・
群

山
・
城
津
・
馬
山
に
設
け
ら
れ
た
各
国
共
同
租
界
が
あ
っ
た
。

（

）
前
掲
『
中
日
韓
』
五
〇
四
〇
頁
。

１６
（

）
前
掲
、
岡
本
隆
司
、
二
〇
〇
八
、
二
〇
〇
九
年
。

１７
（

）
前
掲
『
中
日
韓
』
五
〇
八
三
頁
、
五
一
一
八
頁
。

１８
（

）
北
平
故
宮
博
物
館
編
『
清
光
緒
朝
中
日
交
渉
史
料
』（
台
北
文

１９
海
出
版
社
、
一
九
六
三
年
）
巻
五
一
、
三
九
頁
。

（

）
同
前
、
巻
五
一
、
三
五
頁
。

２０
（

）
同
前
、
巻
五
一
、
四
〇
頁
。

２１
（

）
同
前
、
巻
五
二
、
一
～
二
頁
。

２２
（

）
同
前
、
巻
五
二
、
一
～
二
頁
。

２３
（

）
前
掲
、
茅
海
建
、
二
〇
〇
二
年
。

２４
（

）
前
掲
『
清
光
緒
朝
中
日
交
渉
史
料
』
巻
五
二
、
三
頁
。

２５
（

）
前
掲
、
茅
海
建
二
〇
〇
二
年
、
岡
本
隆
司
二
〇
〇
八
、
二
〇
〇

２６
九
年
。

（

）
中
国
第
一
歴
史
档
案
館
編
『
清
代
中
朝
関
係
档
案
史
料
編
』

２７
（
国
際
文
化
出
版
公
司
、
一
九
九
六
年
）
三
九
六
頁
。

（

）
前
掲
『
中
日
韓
』
五
一
三
五
頁
。

２８
（

）
同
前
、
五
一
五
六
頁
。

２９
（

）
前
掲
、
小
原
晃
、
一
九
九
五
年
。

３０

（

）
前
掲
『
中
日
韓
』
五
一
五
六
頁
、
五
一
五
八
頁
。

３１
（

）
前
掲
『
清
光
緒
朝
中
日
交
渉
史
料
』
巻
五
二
、
一
六
頁
。

３２
（

）
同
前
、
巻
五
二
、
二
七
頁
。

３３
（

）
韓
国
外
部
編
『
韓
清
議
約
公
牘
』（
一
八
九
九
年
）
二
〇
～
二
一

３４
頁
。
韓
国
外
部
が
清
韓
通
商
条
約
の
締
結
過
程
と
内
容
を
一
般
に

知
ら
せ
る
た
め
に
、
条
約
締
結
後
、『
韓
清
議
約
公
牘
』
と
い
う
冊

子
を
刊
行
し
た
。
一
八
九
八
年
一
〇
月
九
日
光
緒
皇
帝
が
高
宗
皇

帝
に
送
っ
た
国
書
か
ら
一
八
九
九
年
一
二
月
九
日
条
約
締
結
後
に

両
国
皇
帝
の
批
准
を
経
て
交
換
す
る
互
換
条
約
に
至
る
ま
で
八
〇

件
以
上
の
文
書
が
含
ま
れ
、
一
〇
八
頁
に
も
及
ぶ
。（
韓
国
冠
岳

社
、
二
〇
〇
四
年
影
印
本
）

（

）
前
掲
『
韓
清
議
約
公
牘
』。

３５
（

）
前
掲
『
中
日
韓
』
九
八
九
～
九
九
三
頁
。

３６
（

）
茂
木
敏
夫
「
中
華
帝
国
の
『
近
代
』
的
再
編
と
日
本
」（『
岩
波

３７
講
座
近
代
日
本
と
植
民
地
１
植
民
地
帝
国
日
本
』
岩
波
書
店
、
一

九
九
二
年
）
を
参
照
。

（

）
前
掲
、
殷
丁
泰
、
二
〇
〇
八
年
。

３８
（

）
前
掲
『
韓
清
議
約
公
牘
』
一
六
頁
。

３９
（

）
前
掲
『
清
光
緒
朝
中
日
交
渉
史
料
』
巻
五
二
、
二
七
頁
。

４０
（

）
前
掲
『
韓
清
議
約
公
牘
』
三
三
頁
。

４１
（

）
同
前
、
三
六
頁
。

４２
（

）
同
前
、
三
八
頁
。

４３
（

）
同
前
、
四
二
～
四
三
頁
。

４４
（

）
同
前
、
四
二
～
四
三
頁
。

４５
（

）
同
前
、
五
七
～
五
八
頁
。

４６
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（

）
同
前
、
五
八
頁
。

４７
（

）
同
前
、
七
三
～
七
四
頁
。

４８
（

）
同
前
、
八
三
頁
。

４９
（

）
同
前
、
八
三
～
八
六
頁
。

５０
（

）
前
掲
、
殷
丁
泰
、
二
〇
〇
八
年
。

５１
（

）
川
島
真
『
中
国
近
代
外
交
の
形
成
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二

５２
〇
〇
四
年
）
三
五
二
～
三
九
九
頁
。

（

）
前
掲
、
田
濤
編
『
清
朝
条
約
全
集
』
第
弐
巻
「
光
緒
朝
條
約
・

５３
日
本
約
」。

（

）
前
掲
、
閻
立
、
二
〇
〇
九
年
、
第
四
章
を
参
照
。

５４
（

）
前
掲
、
田
濤
編
『
清
朝
条
約
全
集
』
第
弐
巻
「
光
緒
朝
條
約
・

５５
日
本
約
」。

（
え
ん

り
つ
・
大
阪
経
済
大
学
経
済
学
部
准
教
授
）


